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信用金庫窓口での証券口座開設申込書の受付を開始 
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大阪市信用金庫(大阪市中央区、理事長 新堂 友衛)とオリックス証券(東京都中央区、取締

役社長 小野 義夫)とは、大阪市信用金庫の営業店窓口（大阪府内５５箇所）でオリックス証
券の証券口座開設申込書を受け付けるサービスに関して以下のとおり業務提携を行い、4月中
に同サービスを開始することを決定しましたので、お知らせいたします。 
 
この業務提携により、大阪市信用金庫のお客さまは、普段から使い慣れた信金の営業窓口で、

オリックス証券の口座開設申し込みを済ませることができるようになり利便性が向上します。
また、インターネットのホームページ上にリンクを設置し、オリックス証券の資料請求ページ
へのご案内も行います。 
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大阪市信用金庫では、本業務の受託により、株式投資に興味を持つお客さまのニーズに応え、

総合金融サービス業務の拡充を図ることができます。また、オリックス証券では、従来の口座
開設方法に新たなチャネルを加えることで、新規顧客の増加を期待しています。 
 
なお、今回の提携業務は、大阪市信用金庫が証券口座開設申込書の受付に関して、証券取引

の勧誘や個別商品の説明などを行うものではないことから、証券業または証券仲介業に該当す
るものではありません。 

 
記 

 

＜業務提携の内容＞     

①  大阪市信用金庫では、オリックス証券の委託を受けて、各営業店におけるポスターの掲出、
チラシ･証券口座開設申込書の備え置きから受付、及びオリックス証券への送付までの業
務を行います。 

② オリックス証券において、口座開設書類の審査と本人確認を行った後に、お客さまに対し
口座開設完了のご連絡を行います。 

③ オリックス証券から大阪市信用金庫に対し、業務の対価として、新規口座開設件数と同口       
座からの手数料収入に応じて、一定期間所定の手数料を支払います。 

以上 


